




広報京丹波お知らせ版２月号③　№１９６

広告

道路上に張り出している樹木などの
伐採について（お願い）

　冬季は、積雪による倒木が発生しやすく、道路通

行上の支障となる事例も多数見受けられます。

　これらが原因となり車両や歩行者に事故が発生

した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問わ

れることがあります。

※民法第７１７条　

　土地の工作物等の占用者及び所有者の責任

※道路法第４３条　

　道路に関する禁止行為

　所有されている道路沿いの樹木で、道路の通行

に支障をきたすことが予想される木や竹がある場

合は、事前に伐採をお願いします。

　なお、緊急の場合は、道路通行の支障となる樹

木や枝、竹などを予告なく伐採、撤去することがあ

りますので、ご理解をお願いします。

【問】土木建築課　電話８２－３８０６　　

京丹波町米価下落対策農業者
支援事業について

　コロナ禍の外食需要の落ち込みにより全国的に米

価が下落し、稲作農家の所得が大きく減少しているこ

とから、主食用水稲作付農業者に対し次期作への支

援として、米価下落対策農業者支援給付金を支給し

ます。

◆対象者

　次のいずれの項目にも該当していること。

１．主食用米の生産を行っている京丹波町に住所を

　　有する個人および農業法人

２．令和3年産米水稲生産実施計画書兼営農計画

　　書の届出をしている方

３．水稲生産実施計画書兼営農計画書の水稲作付

　　面積（以下「作付面積」という）が１０アール以上で

　　あること。

４．町税などに滞納がない方

◆給付額

　作付面積から自家消費相当分として一律１０アー

　ル（ 平方メートル）を控除した面積に１０

　アール当たり４，０００円（１平方メートルあたり４円）

　を乗じて得た額。

◆申請期間　３月１５日（火）まで

　詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、下記の

問い合わせ先へお願いします。

　町ホームページ

　http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000007059.html

【問】農林振興課　電話８２－３８０８　

高齢者の介護をされている方へ

家族介護支援助成事業・介護用
品購入費助成事業のご案内

　在宅で高齢者を介護されている家族の経済的な負担

を軽減するため、介護用消耗品（紙オムツなど）の購入費

を一部助成しています。

◆対象者　

　京丹波町に住所があり、介護保険の「要支援」または

　「要介護」の認定を受け、在宅で生活されている方

◆助成の対象物品

　令和３年４月１日～令和４年３月３１日までの間に、町内

　で購入された介護用消耗品

◆申請の添付書類

　購入品目が確認できる領収書およびレシート

◆申請期限　

　３月３１日（木）　※今年度から変更となります。

　交付要件などの詳細は、下記まで問い合わせてください。

【問】福祉支援課　電話８２-１８００　

　冬の冷え込みが厳しいときは、水道管が凍結し

やすくなります。水道管が凍結してしまうと、水が

出なくなったり、水道管が破裂したりし、その地域

の断水の原因となることがあります。

◆凍結しやすいところ

　屋外で水道管が露出しているところ、家の北側

にあり陽の当たらないところ、風当たりの強いところ

には注意が必要です。

◆凍結させないために

　水道管が露出しないように、

管の周りに保温材を巻き付け、

その上からひもで縛って固定

し、さらに保温材が水で濡れ

ないようにビニールテープなど

で下から隙間なく重ねて巻きます。

　保温材は市販されているものの他に、毛布・レジ

ャーマット・発泡スチロールなど、家庭にあるもので

も代用できます。また、宅内の蛇口から少しずつ

水を出しておくのも有効です。

◆水道管が凍結してしまった場合は

　蛇口が凍ったときは、上か

らタオルなどをかぶせて、ぬ

るま湯をゆっくりとかけてくだ

さい。ただし、熱いお湯を直

接、水道管にかけると管や

蛇口が破裂する危険があり

ますので注意してください。

◆万が一、破裂してしまった場合は

　京丹波町指定給水装置工事事業者に修繕を申

し込んでください。

◆情報提供のお願い

　「京丹波あんしんアプリ」などで配水池低下のお

知らせをした場合は、その地域の何処かで漏水し

ていると考えられます。水圧が低い、水路の流れ

が速いなど、些細な変化でも結構ですので、早期

復旧のため情報提供をお願いします。

【問】上下水道課　電話８３－９１０５

水道管凍結防止のお願い

漏水は、その地域の断水の原因となることがあります。

広告

京丹波町農林業者等支援給付

金の申請期間延長について

　全国的な米価下落による農業者への影響を考慮し、

「令和３年度　京丹波町農林業者等支援給付金」の

申請期間を延長します。

◆申請期限　３月１５日（火）まで

◆給付対象　令和３年（２０２１年）１月以降の１カ月　

　の収入（売上）が前年同月比１０％以上減少した月

　がある農林業者など

◆給付金額　上限３０万円

　　　　　　　　　（売上減少割合に応じて支給）

　申請方法など、詳しくは町ホームページをご覧いた

だくか、下記の問い合わせ先へお願いします。

町ホームページ

　http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/0000007073.html

【問】農林振興課　電話８２－３８０８

令和４年度京都府技能修得資

金支給申請について

　　京都府では、専門学校などの技能修得施設へ進学

を希望されているお子さまが、経済的な事情で進学を断

念されることがないように、技能習得資金を支給していま

す。

◆対象者　　

　町内に在住し、経済的理由で技能修得が困難な世帯

の子で、中学校または、高等学校を卒業し、引き続き一

定の要件を満たした技能修得施設（専門学校など）へ入

学・進学をする方（看護学校関系については対象外）。

◆対象世帯　

　出身世帯の収入額に制限があります。なお、他の奨学

金制度を受けている方は、支給調整をすることがあります。

◆申請書提出先　

　福祉支援課、瑞穂保健福祉センター、和知支所

◆受付期限　

　第１次　３月１日（火）～３月２２日（火）

　第２次　３月２３日（水）～４月１９日（火）

　詳しくは、下記の問い合わせ先へお願いします。

【問】京都府南丹保健所福祉課　

　　　電話０７７１ー６２ー０３６３

京丹波町じん臓機能障害者通院
交通費助成の申請について

　京丹波町では、医療機関で慢性透析療法を受けている

方の経済的負担の軽減を図るため、通院交通費の一部

を助成しています。

◆対象者（以下のすべてに該当する方）

　・町内に住所があり、じん臓機能障害の身体障害者手

　　帳をお持ちの方

　・慢性透析療法を受けるため、公共交通機関または自

　　家用車で医療機関に通院されている方

◆助成の対象期間

　　令和３年３月分～令和４年２月分

◆申請方法

　所定の申請書に医療機関による通院証明書と請求書

　を添えて、３月３１日（木）までに下記へ提出してください。

◆提出先　

　福祉支援課、健康管理センター、瑞穂保健福祉センター、

　和知支所

【問】福祉支援課　電話８２-１８００　








